
消防本部からのお知らせ 

令和８年２月１日（日）から、石川県内全域で 

「いしかわ救急安心センター事業（♯７１１９）」 が運用開始されます。 

この事業では、急なケガや病気をしたときに、「救急車を呼んだ方が良いか」、 

「今すぐ病院に行った方が良いか」など、判断に迷ったときに♯７１１９に電話をす

ることで、救急電話相談を受けることができます。 

【受付時間】２４時間３６５日対応 

【相談員】看護師等 

【相談内容】医療機関受診の必要性や対処方法などをアドバイス、受診できる医療機関のご案内 

 

   

【問い合わせ】かほく市消防本部          

消防署 救急担当 283-3585 


